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墨田区条例第２５号 



   幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正す

る条例 

 幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例（平成１２年墨田区条例第

１９号）の一部を次のように改正する。 

 第１０条の次に次の２条を加える。 

 （３歳に満たない子の育児を行う職員の超過勤務の制限） 

第１０条の２ 教育委員会は、３歳に満たない子のある職員が当該子を養育するため

に請求した場合には、職務に支障がある場合を除き、第９条に規定する勤務（以下

「超過勤務」という。）をさせてはならない。ただし、災害その他避けることので

きない事由に基づく臨時の勤務の必要がある場合は、この限りでない。 

２ 前項に規定するもののほか、３歳に満たない子の育児を行う職員の超過勤務の制

限に関し必要な事項は、人事委員会の承認を得て、教育委員会規則で定める。 

（小学校就学の始期に達するまでの子の育児又は要介護者の介護を行う職員の超過

勤務の制限） 

第１０条の３ 教育委員会は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が当該

子を養育するために請求した場合には、職務に支障がある場合を除き、教育委員会

規則で定める時間を超えて、超過勤務をさせてはならない。ただし、災害その他避 

けることのできない事由に基づく臨時の勤務の必要がある場合は、この限りでない。 

２ 前項の規定は、要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、

同項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が当該子を養育」とあるの

は、「要介護者のある職員が当該要介護者を介護」と読み替えるものとする。 

３ 前２項に規定するもののほか、小学校就学の始期に達するまでの子の育児又は要

介護者の介護を行う職員の超過勤務の制限に関し必要な事項は、人事委員会の承認

を得て、教育委員会規則で定める。 

 第１６条第１項中「及び子の看護のための休暇」を「、子の看護のための休暇及び

短期の介護休暇」に改める。 

 第１７条第１項中「介護休暇」の次に「（前条第１項に規定するものを除く。次項

において同じ。）」を加える。 



   付 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 

 


